
 

西会津町お試し移住レンタカー等利用補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町は、移住・定住の促進を目的に、町内の視察等のため町を訪れた町外在

住者に対し、西会津町補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年規則第９号）及び

この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）西会津町外に住所がある者 

（２）事前に移住相談カルテ（様式第１号）又はこれに類する書類を作成し提出し

た者 

（３）町に移住（二地域居住を含む。）を希望又は検討している者であって、次に掲

げるいずれかの活動を行うために本町を訪れた者 

  ア 町内で住まい探し、又は仕事探し等に関する活動 

イ 町の生活環境、自然環境、歴史、文化、又は風土等を知るための活動 

ウ 町内で実施されている各種体験活動等への参加 

エ その他、町長が特に必要と認めた活動 

（４）町内滞在中に町の移住相談窓口で面談等を行った者 

（５）町内に宿泊する場合にあっては、西会津町お試し移住住宅又は町内の民間宿

泊施設を利用した者 

（６）西会津町暴力団排除条例（平成 23 年条例第９号）第２条第２号及び第３号に

該当しない者 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者

が利用した次のいずれかの経費とする。 

（１）町内滞在のために利用したレンタカーの借上げ料。ただし、燃料費を除く。 

（２）町内滞在のために利用したシェアカーの利用料。ただし、燃料費、入会金、

月額利用料金及び各種手数料を除く。 

（３）町内滞在のために利用したタクシーの運賃 

２ 前項に掲げるレンタカー、シェアカー及びタクシーについては、道路運送法（昭

和 26 年法律第 183 号）に基づく許可を受けた事業者が、有償で提供するサービス

に限る。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費につき町内滞在１日あたり 5,000 円を最大３

日間までとする。ただし、補助対象経費が１日あたり 5,000 円未満の場合は、1,000

円未満の端数を切り捨てた額とする。 

２ 本補助金の交付を受けることができる回数は、補助対象者１人あたり同一年度



内に１回までとする。 

３ 補助対象者に同行者がいる場合は、同行者についても補助対象者と同額を補助

したものとみなす。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、レンタカ

ー等を利用した日の属する年度の末までに、西会津町お試し移住レンタカー等利

用補助金交付申請書兼請求書（様式第２号）に関係書類を添えて、町長に提出し

なければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、適正

であると認めるときは、交付額を決定し、申請者に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第７条 町長は前条の規定による通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該決定を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により当該決定を受けたとき。 

（２）その他町長が不適当と認めたとき。 

 （補助金の返還等） 

第８条 町長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、又はその他

の事由により既に交付された補助金の額が交付すべき額を超えていることが判

明したときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

移住相談カルテ 

 

※ 福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」に申請を予定してい

る場合は、県に提出する「現地活動計画兼報告書（第２号様式）」の写しの提出をも

って、本様式の提出に代えることができる。 

年  月  日 

氏 名  年齢 歳 

住 所  

電話(携帯)番号  

メールアドレス  

職 業  自家用車 有 ・ 無 

家族構成  うち、来町予定人数 人 

 

西会津を知ったきっかけ

は何ですか？ 

□町の HP □町の SNS □福島県の移住相談窓口 

□ふるさと回帰支援センター □実家がある(町出身) 

□知人が住んでいる・知人の紹介 

□町内のイベントに参加 □町外のイベントに参加 

□その他（        ） 

西会津に来たことはあり

ますか？ 
□ない  □ある（何回ぐらい？      ） 

西会津を移住候補地とし

た理由は何ですか？ 
 

こんな場所(エリア)に住

んでみたい、などありま

すか？ 

 

西会津ではどんな生活を

イメージしていますか？ 
 

西会津ではどんなお仕事

を探していますか？ 
 

お試し移住住宅「Otame」

の利用を希望しますか？ 
□ない  □ある 



様式第２号（第５条関係） 

年  月  日 

 

 西会津町長 様 

 

申請（請求）者 

 住  所 

 氏  名 

 電話番号             

 

  西会津町お試し移住レンタカー等利用補助金交付申請書兼請求書 

 

  年度において、標記補助金の交付を受けたいので、西会津町お試し移住レンタ

カー等利用補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり

申請（請求）します。 

 

記 

 

１ 交付申請（請求）額              円 

 

２ 申請の内容 

移住検討に係る町内での 

活動日・活動日数 

  年  月  日 ～  年  月  日 

（    日間） 

利用した移動手段 

（いずれかに○） 
レンタカー ・ シェアカー ・ タクシー 

同行者（世帯者）名 

（全員の氏名を記入） 
 

 

３．誓約事項 （右欄の□にチェック） 

補助金の交付申請にあたり、申請者本人はもちろん同行者（世帯者）全

員が西会津町暴力団排除条例（平成 23 年条例第９号）第２条第２号及

び第３号に該当しない者であることを誓約します。 

□ 

 

４．添付書類 

（１）申請者の住所が確認できる書類（免許証、マイナンバーカード等）の写し 

（２）移動手段（レンタカー等）の借上げ、利用に係る領収書の写し 

（３）宿泊施設利用に係る領収書の写し（町内に宿泊した場合のみ） 

（４）その他町長が必要と認める書類 



 

５．活動報告書 

（１）町内での移住検討に係る活動を記載すること。 

（２）福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」に申請した場合

は、県に提出した「現地活動計画兼報告書（第２号様式）」の写しの提出を

もって、記載を省略することができる。 

日付 活動場所 活動内容 

   

   

   

   

   

   

   

 

６．振込先 

金融機関名  

支店等名  

預金種別  

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

  


